
第 77回社会保障審議会介護給付費分科会
日時 平成 23年 フ月28日 (木 )13:30～ 16:30
場所 グランドアーク半蔵門 (華の間 (3階))
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社会保障審議会介護給付費分科会 (第 77回)議事次第

日時 :平成 23年  7月 28日 (木 )

13時 30分か ら 16時 30分 まで

於 :グ ランド7-ク半蔵門 (華の間 (3階))

議  題

1.リ ハビリ ロ軽度者 (予防給付)について

2.福祉用具について

3.地方分権―括法の成立・公布に伴う基準省令改正について

4.その他



社保審一介護給付費分科

回 (H23.7.28) I 資料 1

,リ ノヽ ビリ・軽度者(予防給付)について



(1)リ ノヽビリについて

リハビリテーシヨンの役割分担
脳卒中等の発症

身
体
機
能

(資料出所)日 本リハビリテーシヨン病院・施設協会「高齢者リハビリテーシヨン医療のグランドデザイン」(青海社)より厚生労働省老人保健課において作成



介護保険制度におけるリハビリテーシヨンの位置づけ

この法律は、加齢に伴つて生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状

態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理

その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福

祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度

を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もつて国民の保健医療の

向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴つて生ずる心身の

変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となつた場合

においても、進んでリハビリテーシヨンその他の適切な保健医療サービス及び福祉

サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

介護サービス種類別の給付費について

介護療養型医療施設

6 0%
訪問入浴介護

0 0% 訪問看護

1 9%

福祉用

具貸与

2 6%

短期入

所生活

介護

4 2%
6

期

所

短

入

認知症対応型共同生

活介護

6 3%

居宅介護支援

4 7%

居宅療養管理指導  介護
0 5%         0 816

定

設

欄

特

施

４

※認知症対応型共同生活介護を除く 出典 :厚生労働省「 議ヽ 給付費実態調査」(平成21年度)



リハビリテーシヨン専門職の勤務状況について

O約 3万人のリハビリテーション専門職 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士))が介護保

険サービスに従事している。

○ 介護老人保健施設及び通所リハビリテーションに多く分布している。

表.介護保険サービスにおける常勤換算従事者数 口.資格毎の動務場所の分布

α        2喘       40%      鰯        8tu

[単位 :人 ]

理学
療法士

作業

療法士 語雌
総数

計 1679〔 1112( 200[ 勉
時別養護老人ホーム (※ 1) 304

介護老人保健施設 4761

介護療養型医療施設 261 133, 452:

邑所介護 (※ 2) 892 55′

巨所リハビリテーション 550C 50( 939[

訪問リハビリテーション (データなし)

読間看護ステーシヨン 344〔

巨期入所生活介護 40(

檀期入所療養介護 (データなし)

時定施設(※ 1) 1

理学療法士

作業療法士

言悟聴覚士

口特別養護老人ホーム (※1)●介護老人保健施設

■介饉療養型医療施設   0通 所介護 (※2)｀

口通所リハビリテーシヨン  ロ訪問看護ステーション

ロ短期入所生活介護   口特定施設 (※ 1)

注1:回収率はサービス種別毎に異なる

注2:(※ 1)地域密着型サービスを含む

注3:(※ 2)認知症対応型通所介護を含む
注4;訪問リハビリテーシヨン・短期入所療養介護はデータ無し

出典 :厚生労働省「介護サービス施設事業所調査J(平成21年度)

介護保険におけるリハビリテーシヨンの提供イメージ
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介護老人保健施設における

リハビリテーシヨン

護老人保健 設について

(定義)

介護老人保健施設とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常

生活上の世話を行うことを目的とする施設。
、     (介 護保険法第8条第25項 )

(基本方針 )

第一条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下にお

ける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入

所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることととも

に、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準{平成十一年二月二十一日){厚生省令第四十号))

0在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設
○リハビリテーシヨンを提供する機能維持・改善の役割を担う

施設



介護老人保健施設とリハビリテーシヨン

注1)平成11年 3月 31日 厚令40「介護老人保健施設の人員、施設および設備並びに運営に関する基準J

注2)平成12年 3月 17日 老企44「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」

0介護老人保健施設におけるリハビリテーシヨンの提供について

介護老人保健施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活

の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーシヨンを

計画的に行わなければならない。(注 1)

・介護老人保健施設の入所者に対する機能訓練については、医師、

理学療法士若しくは作業療法士、言語聴覚士の指導のもとに計画

的に行う
・訓練の目標を設定し、定期的に評価を行うことにより、効果的な機

能訓練が行えるようにする
。機能訓練は、入所者1人について、少なくとも週2回程度行うこととす

る (注 2)

介護老人保健施設のリハビリテーシヨン職種の配置について①

1.配置基準
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法で入所者の数を100で除

して得た数以上

2.配置状況〔全体)

全国平均では、定員100人 当たり約3人の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が配置されている。

常勤換算従事者数
1施設当たリ

常勤換算従事者数
定員100人当たり

常勤換算従事者数

理学療法士 4,761

作業療法士 4,227

言語聴覚士 68〔 0.2 0,

計 9,671 2〔

出典 :厚生労働省「介獲サービス施設・事業所調査J(平成21年腸



介護老人保健施設のリハビリテーシヨン職種の配置について②

: 0「
配置状況〔施設別〕

・定員当たりの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、施設間でばらつきがあ

る。

口計算上、入所者全員に1回 20分以上の個別リハビリテーシヨンを週2回行う場合に必

要な人数※Чこ満たない施設は、約20%。

・また、回復期リハビリテーシヨン病棟の人員基準※2と同程度以上に配置している施設

は約フ%あつた。

業1浩脇歌議ケ単母』鯛艦盟躍
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出奥 :厚生労働省r介餞サービス施設‐事業所調査J(平成21年6

介護老人保健施設の併設事業所の状況

0介 護老人保健施設であつて、訪間リハビリテニシヨン事業所を併設している施設は16%
であり、通所リハビリテーシヨン事業所を併設している施設は63%である。

併設事業所 施設数 割合

総  数 3463 100%

｀
介護老人福祉施設 334 10%

介護老人保健施設 688 20男

介護療養型医療施設 312 9γ

介護療養型以外の病院・診療所 1075 31%

訪間介護事業所 777 22Ч

訪間看護ステーシヨン 90C 26γ

訪間リハビリテーシヨン事業所 565 161
~~通

所介護事業所   ~ 502 14γ

通所 リハビリテーシヨン事業所 2170 031

短期入所療養介護事業所
●
●

ｎ
Ｖ 56馴

居宅介護支援事業所 2463 71嘔

認知症対応型共同生活介護事業所 567
留
ス

●
０

14

出典 :平成21年介護サービス施設・事業所調査(平成21年度)



通所リハビリテーシヨン

通所リハビリテーシヨンの施設基準等

開設者

老健・病院・診療所 (病院・診療所は法人格不要)

診療所

(利用者人数が同時に10人以下堕

設備
専用の部屋等

3ポ X利用定員(老健の場合 :食堂の面積を加えても可)

人
員
配
置

医師 専任・常勤:1人以上
専任 :1人以上

(医師1人に1日 48名 以内)

看護職員

介護職員

PToOT・ ST

利用者10人に対し、専従で1人以上 専従で1人以上

専らリハビリテーシヨンの提供に当たる専従

PT、 OT、 STが、利用者 100人に対し、1人以

上

専らリハビリテーシヨンの提供に当

たる専従PT、 OT、 ST又はリハに1年

以上従事した経験のある看護師が、

常勤換算で0.1人以上



通所リハビリテーシヨンの利用状況

0通 所リハビリテーシヨンの受給者数、請求事業所数は、近年では横ばいである。

諄業所歓〕 図1.通所リハビリテーシヨンの請求事業所数の推移

B,000

7,∞

G鰤

5脚

■m

aαЮ

2000

1,000

0

[千人〕

,000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1時間以上2時間未

満の通所リハビリ

テーション※1

(短時間個別)

通常の通所リハ

ビリテーシヨン

(長時間滞在 )

※1:1回20分以上の個別リハを実施した場合に限る。(平成21年度改定で新設。日別リハ加算は算定‐ ない)

※2:リハビリテーシヨンマネジメント加算を算定し、通2回以上1回40分以上の個別リハを行つた場合に算定できる。

※3:リハビリテーシヨンマネジメント加算を算定し、週2回以上1回20分以上の個別リハを行つた場合に算定できる。

※4:リハビリテーシヨンマネジメント加算を算定し、1回2吟以上の個別リハを行つた場合に算定で官る。月13回まで。

※5:リハビリテーション実施81画を策定し、月8回以上通所リハビリテーシヨンを実施した場合に算定。

H18

0通所リハビリ

テーション事業

所数

口介饉予防通所リ

ハビリテーシヨン

口介臓予防通所リ

ハビリテーシヨン

ロ通所リハビリ

テーション

H19     H20      H21

出典 :厚生労働省「介護綸付費実態調査」(各年4月 審査分 )

通所リハビリテーシヨンにおける個別リハビリテーシヨンの評価 (イメージ)

退院 (所 ) ～lヶ月 1～ 3ケ月 3ヶ月～

目2.通所リハビリテー ンの年間累計受綸者数の推移



通所リハビリテーシヨンの所要時間について

Ｏ

Ｏ

通所リハビリテーシヨンと通所介護は、利用者の所要時間は同程度である。

医療機関の外来でリハビリテーシヨンを受ける場合の滞在時間は概ね2時間以内である。

所要時間 通所介護 通所リハビリテーシヨン

1時間以上～2時間未満 0.6%

2時間以上～3時間未満 0.5% 0.6%

3時間以上～4時間未満 2.2% 3.0%

4時間以上～6時間未満 12.0% 11.3%

B時間以上～9時間未満 0.4% 0.2%

9時間以上～10時間未満 0.4% 0.1%

(参考 ) 医療機関の外来リハビリテーシヨンを受けている者が医療機関に滞在している時間
出典:介護給付費実態調査(平成21年度)

通所リハビリテーシヨンと通所介護
1年間の平均要介護層度の変化

における事業所毎の

0～ 59分 ´

2錦

90～

“

9分

20ヽ

60～ 89分
0,%

H19厚生労働省老人保健事業推進費等補助金
※滞在時間が2時間未満(83%) 「:り′

滞在時間
分

”　
５ 分

”　
８９

０６ 90～

119分

120～

149分

150分

以上

平均リハビリテー

ション実施時間
36分 42分 58分 76`} 88分

01年間の平均要介護度の差については、改善している事業所と悪化している事業所

のばらつきが大きい。

事業所毎の平均要介護度の変化[%]

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

通所介護事業所 n・ 18′ 027

通所リハ事業所 n二 5′835

口通所介護

口通所リハ

事業所毎の平均要介證度の1年前との差

20

注 )対象事業所 :1年前と1年後で、同じ利用者が10事例以上ある事業所。
出奥 :介護給付費実態調査 (平成20年5月 審査分、平成21年4月 審査分)



通所リハビリテーシヨンと通所介護における
1年間の平均要介護度の変化

事業所毎の

O通所リハビリテーシヨンは通所介護と比べ平均要介護度が改善している事業所の割合

がやや大きい。

通所リハ

●-020以下

ロー020より大き0∞以下

口o∞より大きく005以下

00t15よ り大きく010以下

口o lo■ り大きくO t5以下

Oo ISよ り大きく020以下

E1020よ り大きく040以下

●040より大きい

1年間の平均要介
護度の変化

銘     1巌    20%    30%    鰯     5%    6鰯    フ
“

    806    90・/   100X

通所介饉事業所 n=1&o27
通所リハ事業所 n=5,835        21

注)対象事業所 :1年前と1年後で、同じ利用者が10事例以上ある事業所。
出奥:厚生労働省「介護綸付費実態調査」(平成20年 5月 審査分、平成21年 4月 審査分

通所リハビリテーシヨンのリハビリテーシヨン職種の配置について①

配置基準

専らリハビリテーシヨンの提供に当たる専従の理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士等が、利用者100人に対し、1人以上

配置状況〔全体)

全国平均では、利用定員100人当たり約7.9人の理学療法士、作業療法士又嗜
言語聴覚士が配置されている。

常勤換算従事者数
1施設当たり

常勤換算従事者数
利用定員100人当たり

常勤換算従事者数

理学療法士 5500 09 46

作業療法士 3390 0.6

言語聴覚士 505 01 04

計 9395 15

■
１

2.

出奥 :厚生労働省『介護サービス施設・事業所調査 (平 成21年″



通所リハビリテーシヨンのリハビリテーシヨン職種の配置について②

3.配置状況 (事業所別)

・定員当たりの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、施設間でばらつきがある。

・計算上、定員全員に1回20分以上の個別リハビリテーシヨンを行う場合に必要な人数

※に満たない施設は、約65%。

※:従事者1人当たり1日 18回 (1回 20分以上)個別リハビリテーシヨンを提供した場合、常勤換算で18:1(定 員100人 当たり56人 )

賜
秘
賜
協
鰯
％
賜

【回
答
事
業
所
に
占
め
る
割
合
】

ギご∬ご∫ご∫ござごゞが
【リハビリ職種に対する事業所定員比】      _

出典:厚生労働省『介護サービス施設・事棄所調査(平成21年♂

○ 通所リハビリテーシヨンの実態を把握するため、以下の調査を実施している。

【目 的 】
通所リハビリテーシヨン及び通所介護におけるサービス提供の実態を把握する。

【調査対象】
通所リハビリテーシヨン事業所、通所介護事業所

【調査時期】
平成23年7月

【内 容 】
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の職員配置体制の調査

・個別リハビリテーシヨン及び機能訓練の提供実態調査 等



訪間リハビリテーシヨン

訪問リハビリテーシヨンの施設基準等

訪間リハビリテーシヨン
訪問看護による理学療法士等の訪問

(訪問看護ステーシヨンの場合)

開設者
・病院、診療所 (みなし指定)

。介護老人保健施設
法人

人員
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士  ……適当数

管理者……常勤・専従の保健師又は看護師

保健師、看護師又は准看護師
……・25人以上 (常勤換算 )

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

……適当数

設備

。事業の運営に必要な広さの区画
・訪問リハビリテーシヨンの提供に必要な

設備及び備品等

必要な広さを有する専用の事務室

訪問看護の提供に必要な設備及び備品等



訪問リハビリテーシヨンの利用状況

○ 訪間リハビリテーシヨン(予防も含む)の受給者数、事業所数は増カロ傾向で推移。

I千人〕
800

フ00

61Xl

5∞

400

300

200

llXl

0

3500

3000

2500

2CKKl

1500

1000

500

0

H14    H15    H16    H17    H18

口介饉予防肪問リハビリテーシヨン

H19   H20   H21

0訪間リハビリテーシヨン

I事業所数〕

●(旧 )施設区分なし

口介饉老人保健施設

0病院又は診療所

H19    H20    H21
出典 :厚生労働省「介護給付費実態調査」(各年4月 審査)

訪間リハビリテーシヨンの利用状況と課題

o 1000人当たりの事業所は、都道府県ごとに設置状況に差がある。

I事業所数1

要介護者1000人当たりの請求事業所数の都道府県比較

45

4

35

3

25

2

●5

1

05

0

訪間り′、ビリテーシヨン 通所リハピリテーシヨン

ロ全国平均

訪問看護

。最も多い県●最も少ない県

出典:厚生労働省「介護給付費実態調査J(平 成21年度)



その他の介護保険サービスにおける

リハビリテーシヨンロ機能訓練

利用サービス毎のリハビリテーシヨンの保険給付の状況

保険給付されるリハビリテーシヨン

施設等の類型
リハビリ職種等の

配置基準

医療保険 介饉保険

疾患別
リハ1

その

他2

訪問

リハ3 施設内リハ
通所

リハ
訪間
リハ

自宅 o4 o4 X O O

小規模多機能型居宅介護 o4 o4 X

1守響躍龍雷〕
X o5

特定施設

外部サービス利
用型以外

機能訓練指導員6

1以上
0 O X

〔彎彎鰹龍貯〕
X X

外部サービス利

用型
OI 04 X 0 0

特定施設以外の福祉施設・高齢者

住宅
o4 o4 X O 0

認知症対応型共同生活介護 O 0 X X X

介
餞
保
険
施
設

介餞老人福社施設

(特別養護老人ホーム)

機能訓練指導員6

1以上
0 0 1甥毀臨誇〕

X X

介護老人
保健施設

介護療養型 PT、 OT、 ST

100:1"λ」ヒ
zゝ

7 △ 8 基本施設サービス費に

包括
X X

従来型

介護療養型医療施設 PT、 oT:適 当数 X A9 特定診療費(出来高)
X

1●六●管去0り′ヽビリテーシヨン、日血管奎●●リハビリテーシヨン、菫動●リハビリテーシヨン、

"■
,リハビリテーシヨン

2摂食機能療法、饉輌慮者リハビリテーシヨン●●

i嵩

=:農
菫写1野|[:膚ξ凛』謂塁;裂らハビリテーシヨンを行つた日から1ケ月を経過した日

,日薯 ::燿記IL合 に目る(小規模 多崚籠型層宅介Ini案所に訪日した場合は算定不可 )‐

6菫字療浅士、件拿薇法士、言目■

'■
.■饉●員、二■壺t“スはあん●マッサージ指Eいの

λ僣艦:褒薔3言ハビリテーシヨン、題動神ルヽビリテーシヨンは定できない
:難餓 螢患瀾 賓讐識 和凛・J.定で

=る
e韓 線 疏 床を朦C)30



サービス類型
置
準

配
基

主な加算・晏H 【□置に係るII●分を機粋】

訪問介護 くなし)

訪問看護 ― X (なし)

通所介護 △

◇個,1機能

'1線

加算(1)[27単位/日 ]

1日 に120分以上、専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚土等の機能皿菫上二且を1名 以上配置して

いること 等

◇個男1機能訓練加算([)[42単位/日 ]

常勤専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の機藍測盤鮨J咀諸1名 以上配置していること等

短期入所生活介餞 △

◇機能訓練指導員の加算 [12単位/日 ]

:鰤 麟 為鵬 躍
を■名以上配置していること

所
饉

入
介

期
養

短
療

人
設

老
施

餞
健

介
保

O
等

◇リハビリデーション機能強化加算 [30単位/日 ]

・常動の理学療法士、作業療法士、言語聴党士を1名 以上配置していること

・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を常勤換算方法で50■以上配置してし`ること

医療機関 0
常勤専従の理学療法士、作業療法士、言語聴党士を2名 以上配置していること等 [35単位/回 ]

※それぞれ、特定診療費としての理学薇法(1)、 作業療法、言語聴覚療法を行つた場合に限る。

居宅療養管理指導 (なし)

認知症対応型共同生活介餞 (なし)

(なし)

,個別機能」‖練加算 [12単位/日 ]

常勤専従の理学療法士、作業療法士、言語聴党士等の機能醐練指導員を1名 以上配置していること 等

小規模多機能型居宅介饉

特定施設入居者生活介護 △

介饉老人福祉施設
(特月1養護老人ホーム)

△
◇個別機能]‖練加算 [12単位/日 ]

常勤専従の理学療法士、作業療法士、言語聴党士等の機能訓1練指導員を1名 以上配置していること等

介饉療養型医療施設 0
常勁専従の理学療法士、作業療法士、言語聴党士を2名 以上配置していること等 [35単位/回 ]

※それぞれ、特定診療費としての理学療法(1)、 作業療法、言語聴覚療法を行つた場合に限る。

リハビリテーシヨン関連サービス以外のサービスにおける

リハビリテーシヨン専門職の配置等の評価について

聘 暑認 馳 t彗凝薔ま
｀
謝

覚士の配置基準あい 機能副線指導員の配置基準制 、‐ いずれも配置基準なし

嬌法士、作業療法士、言福聴党士を適当数配置

地域包括ケアを支えるリハビリテーシヨンの在り方について

【リハビリテーシヨン関連部分抜粋】

○ リハビリテーシヨンについては、PT・ OT等の専門職が直接サτビス提供す

るだけでなく、利用者の生活機能に係る状態をアセスメントし、生活機能向上

サービス類型を導入したり、                   し

たりすることによつて自立支援型の訪間介護の徹底口普及を図る。

O「維持期リハビリテーシヨン」という言葉を「生活期リハビリテーシヨン」に改め

て、自己能力を活用し、在宅生活を自立して過ごせるようにするためのサービ

スであることを広く国民に徹底する。
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平成22年 11月 30日社会保障審議会介護保険部会

「介護保険制度の見直しに関する意見」(抜粋)

干卿 量扇国漂鷲要1るための体制の整備(地域包括ケアシステムの構築)

(1)単身・重度の要介護者等にも対応しうるサービスの整備

(リハビリテーシヨンの推進 )

Oリハビリテーシヨンについては、高齢者の心身の機能が低下したときに、まずリハビリ

テーションの適切な提供によつてその機能や日常生活における様々な活動の自立度を

より高めるというリハビリ前置の考え方に立って提供すべきである。

れていない状況にある。             _ _ __   _,_.L.
そのため、現存するサービスを効率的に活用するとともに、質の向上について検討すべ

きである。併せてリハビリテーシヨン専門職の果たすべ

などについても検討していく必要がある。

○さらに、地域の在宅復帰支援機能を有する老健施設のさらなる活用なども含めて、訪

こよるリハビリテーションを包括的に提供できる地域の l

スの充実を薗つていくことが求められている。

主な論点

し

1.リハビリテーシヨンを包括的に提供できる地域のリハビリ拠点

をどのように整備・推進していくのか。

2.通所リハビリテーシヨンにおいて提供サービスが通所介護と

類似しているという指摘があるが、サービス提供のありかたに

ついてどう考えるのか。

3.訪問リハビリテーシヨンの果たすべき役割についてどう考える

のか。また、リハビリテーション専門職の果たすべき役割や他

職種との関わり方などについてどう考えるのか。

4.論点1-3においてリハビリテーシヨンの量とともに質をどのよ

うに担保すべきか。



(2)軽度者 (予防給付)について

35

介護予防導入の経緯 (平成18年度創設)

要 介護 度別認定者 数 の推移

●軽魔 (要支援―要介饉1)   :
:   776

■中 重 産 (要介 饉 2～ 要 介 譲 5) | 
一

定期的に体を動かすことなどにより予防が可能 !

く万 人〉

lcal

800

60rl 03ラ   35     
説 増 ::

要介護度別の原因疾患

20°/0  40°/0  60°/0  800/0  100%

日関節疾患、骨析・転倒、高齢による衰33

口認知症
口脳血管疾患
口,b臓病 糖尿病
口その他・不明

厚生労働省「平成 16年国民生活基礎調査」

介護給付

全
体
　
中
重
度
　
軽
度

型∞  1- 303____

218

200

0

■  介護予防事業

| (地域支援事業)

非該当者

年
末

“
月

麟
麻

年
末

“
月

年
末

２
月

χ
重度

`ヒ

防止

‐
改善促進

要支援者 要介護者
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介護保険制度の基本理念である「自立支援」の視点に立ち、①できるだけ高齢

者が要支援・要介護状態にならないようにすること、また、②軽度者については、

重度化を防ぐこと が重要であり、こうした観点から、制度全体を介護予防を重視

したシステムとしていくことが必要 6

平成18年度導入時の予防給付に関する基本的な考え方
(H17介饉綸付費分科会介餞予nWTにおける検討結果等より抜粋)

◆ 新予防給付における主なサービると考えられる「介護予防通所介護J「介護予防通所リハ

ビリテーション」、「介護予防訪問介護Jを中心に検討

◆ 新予防給付のサービスは、日常生活の活発化に資する通所系サービスを中心として、生

活機能の向上を図ることが基本的な利用形態

◆ 介護予防訪間介護は、生活機能の改善を図りつつ、利用者ができる行為は利用者が行

うことを基本に提供

平成21年度改定時の予防給付に関する基本的な考え方
(H21介饉報酬改定に関する審議報告より抜粋)

◆平成18年度からの新サービスについて、効果、効率性、普及・定着度合い等を把握し、

より効果なサービスの在り方について検討を行う。

37

要介護度別認定者数の推移  (難 :万カ
●要介饉5

●要介饉4

●要介饉3

●要介餞2

0要介饉 1

●経過的

●要支援2

●要支援 1

●要支機

H19.4末  H20.4末 H21.4末 H22.4末

(出興 :介護保険事業状況報告他)38

H12.4末    H13.4末 H14.4末  H15.4末 H16.4末  H174末



平成18年度の予防給付導入前後の要支援・要介護別の受

給者数及び費用額の伸び

受給者数

費用額

225

2∞

175

150

125

100

225

200

175

150

125

100

H13年度H14年度Hl

_晏 支援者

6年度H16年度H17年度

―
要介護者

225

200

175

150

125

100

225

2.00

175

150

125

H18年度 H19年度 H20年度 H2
_要 支ll者   

一
要燿 者

H20年度  H21年度

_要 撻 者

要支援・要介護別の受給者数と費用額の伸びは、平成18年度の予防給付導入

後、要支援及び要介護のいずれも、ゆるやかな伸びとなつている。

1

1年度

116

H10年度H14年度H15年度 H16年度 H17年度

_要 介護者 _要 支援者_晏 支援者

資料出所:厚生労働者「介霞給付費実態調査」 39

予防重視型システム導入後の課題

平成18年度以降、軽度の認定者数、サービス受給者

数、費用額は、ゆるやかな上昇に転じているものの、

今後さらなる高齢化の進展とともに、再び増加率の上

昇が見込まれるため、予防給付の効果を更に高める

ことが求められる。

予防重視型システム導入時の基本理念に立ち、比較

的軽度のうちに、状態の改善を図るサービスの提供の

在り方について すべきでは4
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予防給付のサービスの種類

う

●

　

　

一■

　

●

一

●

一

○介護予防特定施設入居者

生活介護      '
○特定介護予防福祉用具販売

〇介護予防福祉用具賞与

醐 鑢 :―
O介護予防短期入所生活倉護

(ショ=卜入テイ)

0介護予防短期入所療養介護

市町村が

指定 。監督を行うサービス
都道府県が指定・監督を行うサービス

介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーシヨンにお

ける選択的サービス加算等について

介護予防通所介護費

要支援1

(1月 につき2,226単位)

要支援2
(1月 につき4.353単位)

ァクティビティ実施加算   (1月 につき 53単位を加算 )

運動器機能向上加算    (1月 につき 225単位を加算)

栄養改善加算       (1月 につき 150単位を加算)

口腔機能向上加算    (1月 につき 150単位を加算)

介護予防通所リハビリ
テーション費

要支援 1

(1月 につき2,496単位 )

要支援2
(1月 につき4,880単位)

運動器機能向上加算    (1月 につき 225単位を加算)

栄養改善加算     、(1月 につき 150単位を加算)

口腔機能向上加算    (1月 につき 150単位を加算 )

0運動器機能向上加算  理学療法士等の関係職種が共同して利用者の運動器機能向上に係る個別の

計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施

した場合に加算する。

〇栄養改善加算  低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対し、管理栄養士が看護職員、介護

職員等と共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し

等あ一連のプロセスを実施した場合に加算する。

0口腔機能向上加算  口腔機能の低下している又はそのおそれのある利用者に対し、歯科衛生士等の

関係職種が共同して利用者の口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定

動蒟な評価と許面の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算する。

Oアクテイビテイ実施加算 利用者に対して、計画的にアクテイビティ(集団的に行われるレクリエーシヨ

ン、創作活動等の機能訓練をいう)を実施した場合に加算する。    .



事業所評価加算について

介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーシヨンにお

ける各種サービスの利用状況①
○ 介護予防通所介護費を算定している事業所数のうち、運動器機能向上加算を算定している事業

所の割合は45.1%であるのに対し、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している事業所は、

0.2%、 4.2%と低調である。

○ 介護予防通所リハビリテーシヨン費を算定している事業所においても、同様の傾向である。

介護予防通所介護 介護予防通所り八

算定事業所総数 24926 6436

ァクティビティ実施加算

(割合)

12503

(50。2%)

iE動器機能向上加算

(割合)

11237

(45.10/o)

5486

(85,20/0)

栄養改善加算

(割合)

57

(0.2%)

62

(1.0°/0)

口腔機能向上加算

(割合)

1059

(4.20/o)

415

(6.40/0)

事業所評価カロ算

(割合)

2041
(8.20/o)

1471

(22.90/o)

|

藤業所評価加算】 ■00単位/月

【要件】

1.定員利用。人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て運動機能向上

サービス、栄養改善サービス又は回腔機能向上サービスを行つていること

2.利用実人員数が 10名以上であること

3.以下の数式を満たすこと※

要支援度の維持者数 +改 善者数 X2

証儒囀ぅ壷田由r飾生の1～ 12日 うに壺動機能向 L栄養改善ヌは口腔機能向 L  ≧°・7
評価対象期間内(前年の1～ 12月 )に運動機能向上、栄養改善

サービスを3か月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数

挙肥
酬改定における計算式は、全事業所の10%程度が加算を算定できる

(介護給付費実態調査(平成23年 2月審査分)を厚労省において特別集計44



介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーシヨンにお

ける各種サービスの利用状況②

介護予防通所介護における算定件数の推移 介護予防通所リハにおける算定件数の推移

ゞ ゞ ゞ ぎ
((出典)介饉綸付費実態調査)   45

O 介護予防通所介護、介護予防通所リノヽの算定件数の増加に伴い、運動器機能向

上加算、アクテイビテイ実施カロ算の算定件数は増加しているが、栄養改善加算・

口腔機能向上加算の算定が低調である。

EE介饉予紡通所介臓  “―En彗性能向上加算

栄姜改●加算    “
―口La饉向上加316oooo

350000

3m000

250m

2m000

:50m

100000

5∞00

0

ξヾゞ ゞ ゞ ゞ ぎ ゞ

アクティビテイ実施加算について

> アクティビテイ実施加算は、利用者の心身の状況や希望等を踏まえて

作成した計画に基づき、アクティビテイ (集団的に行われるレクリエー

ション、創作活動等の機能訓練)を行つた場合に算定できる。

> その効果について、評価等を求める規定は定められていない。

サービス提供者
の条件

計画作成の要
否

定期的な記録・

評価の要否

その他

特になし

O

X

運動器機能向上・

栄養改善・口腔機能

向上加算との同時
算定不可

理学療法士等 管理栄養士等

○

○

言語聴覚士、歯
科衛生士等

○

O

Ｏ

　

Ｏ

46



O届出事業所における、

事業所評価加算の現状①

挙醒 登2燿爾 鵠 鋤 認
予防通所サービスを提供している事業耐こおいて、翌

事業所評価加算の算定事業所と非算定事業所の割合

> 事業所評価加算の届出※を行つている事業所のうち、基準適合事業所として認められた

事業所は絢 500/oとなつている。

介護予防通所介護と介護予防通所り八ビリテーシヨンでは、介護予防通所り八ビリテー

ションの方が基準に適合する事業所の割合が高い。

H23 5714 2453(43%) 3261(57%) 3154 1604(51%) 1550 ●9%)

I122 5413 2310(43%) 3103(57%) 3093 1595(52%) 1498 t48%)

H21 6702 2368(35% 4334165%) 378g 1661t440/●) 2128 66%)

H20 5675 53(1%) 5622(99%) 3231 44 (10/o) 3187 199%)

H19 5026 103(2%) 4923(98%) 2822 80 (3%) 2742 (97%)

(事業所薔平価力3算算定基準通合一覧から集計)47

介護予防通所介護

事業所評価加算の現状②

算定

非算定

事業所評価加算の算定事業所の評価対象受給者における要介護度の改善等の割合は、改善が 1割、維

持が 6割、重度化が 3割となつているが、不適合事業所 (計算式が0,7以下)では、重度化が半数以

上となつている。

O事業所評価加算の算定事業所と非算定事業所における改善等の割合

H23

介護予防通所リハ ブ藁‡Z目
=〓==〓==串

〓ヨ
介護予防通所介護

算定 ・

非算定 改

H22
算定・

介護予防通所リハ   _̈_^
非算定 全政

介護予防通所介護
  非1こ 1}:Z::ヨ :::::1:::::::冒 ::::::::1

↑護予防通所リハ  リト1電  i

H21

(事業所評価力0算算定基準適合一覧から集計)48



平成22年度財務省予算執行調査結果①

麗
電
yf諄

護を中心とした予防ケアプランを使用している利用者と生活援助を中心とした

予防ケアプランを使用している利用者の、1年前から現在までの要支援度を比較。

各利用者について、サービス行為内容別のサービス提供時間数と、当該サービスの

目的(位置づけ)を先に調べた要支援度等の改善状況と対照し、分析する。

(対象調査件数 537件 )

調査結果及びその分析

0主として身体介護をおこなつているもの=28件、生活援助をおこなつているもの=509件
01年前と現在の要支援度を比較したところ、下記のとおり

介護予防訪間介護で提供しているサービスの大半は、「掃除」「買い物J「調理 Jても つた。

(194件中120件「掃除」29件「買い物」19件「調理J
平成22年度財務省予算執行調査 49

平成22年度財務省予算執行調査結果②

行繊区分別利用者数 行繊E分用担供時間数

ltXP/・

鰯

協

7tu

61PX

賜

4銘

螺

2C"“

10η

`

096

鰯
螂
脇
筋
鰯
螺
研
螺
筋
。
協

悪化 (4%)

維持・改善 (96%)

悪化 (10%)

維持・改善(90%)

Ｏ

Ｏ

Ｏ

445名 (男性63名、女性256名 、不明 126名 )のデータを分析した。

身体介護は全体の約14%が利用、生活援助は約97%が利用していた。

介護予防訪問介護の提供時間に占める生活援助の割合は約93%となつている。

(参考)1人当たり提供時間(実利用者ベース) (参考)上記の時間換ニ

1年前 現在

身体介饉 188時間 2H時間

生活援助 2,889時‖ 3024時「J

平成22年度財務省予算執行調査を老健局で再集計 50



Ｏ

Ｏ

Ｏ

生活援助が93%、 身体介護が7%
生活援助は、「掃除」64% 「買い物・薬の受け取り」

身体介護は、「清拭・入浴 。身体整容」が50%
16% 「一般的な調理、配下膳」11%

その他
1%

平成22年度財務省予算執行調査結果③

サービス準

助t90  ヽ
1    ｀

1

1

ヽ

辮
1%   ｀

ベッドメイク

1% 洗濯

平成22年度財務省予算執行調査を老偉局で再集計  51

■自立生活支援のための見守リ

.組業界助

■起床及び就寝介助

■体位変換、移動・移彙介助、外

●義A牧 浴、身体整審

●排泄介助

■食事介助
要支援1  要支援2 要介護1  要介護2 要介離3 要介t4 要介置5

(o・5)     in=13,    (n=23)    (n=49)    (n=34)    (n330)    in=25)

1資ヒい 所嚇 間介讀の実態及び効率的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業

健康増進等事業)に薔づき作成。

利用者の状態像に見合つた提供内容になつているか、介護予防訪問介護の実態把握を実施しているところ

O 要支援者に対する訪問介護サービスのほとんどは生活援助であり、

も生活援助を実施している時間の方が長くなつている。

○ 軽度者については、掃除を行つている時間の割合が大きい。また、

理・配下膳を行つている時間の割合が高い傾向にある。

要介護 1・ 要介護2の場合でも、身体介護より

要支援者から要介護 3の者までについては、調

要介護度別・行為別の介饉時間 (身体介護。生活援助)の構成比

報告書J(平成19年度厚生労働省老人保健
52



主な論点

(参考)訪問介護の介護報酬について
※ 加算・減算は主なものを記載

・ 通所型介護予防サービスにおいて、重度化を防ぎ、生活機

能向上の達成を実現している事業所を重点的に評価するベ

きではないか

。訪問型介護予防サービスにおいて、利用者の能力を最大

限に引き出す支援を行うため、リハビリ専門職と連携してアセ

スメントを行うなど、サービスの提供の在り方を検討すべきで

はないか

。自立支援に資するようサービス提供がなされているか、モ

ニタリングを行いながら、改善につながつているケアプランを

重点的に評価するなど、介護予防ケアマネジメントの在り方

を検討すべきではないか

指定訪問介護の介護報酬のイメージ (1回あたり)

轟二111鸞1菫|:I:IIIIII鮮
r・
…………・

―

にぼじだり」ビズ甚凍ギ
・・・・・・・・・……

1

1.………...……雷姜露幾 型ヽ!三型する加算・鴻椰      :

30分未満     身体介饉 :25弾位

30分以上 1時間未満

  1塁
筐艦 13:量霊

〕

■時間以上

〔星筐1欝 :E雛量に30分を増すことに+83単位〕
※

生活援助 :掃除、洗濯、一般的な調理 等

身体介置に続き生活握動の提供

(30分を増すごとに+83単位,249単位を限度 )

Ψ フ
「

瞑佃

“

エヨΨ
~鑑

口百 ‐ ‐ψ 昴 ‐

?器聡鶏
°°~t齢雌OFJ鼻

10%～ +20"

初回時等のサービス提供責任者による対応
(200単位/月 )

通院等彙臓介助    100単 位

中山間地域諄でのサービス

提供
(+50/o～ +150/● )

メージ (1月あたり

霜III勒筆:肇:EttI蘇
r・

・…………

…

だ応じだJ」ビズ提供●……………1

1...……………電蓋I 、ゝ型F理
する加算・減算      :

週 ■日程度            1,234単位

(+5%～ +150/6)
週2回を超える■慮 (※ 要支援2のみ〕 4,010単位



指定通所介護の介護報酬のイメージ (1回あたり)
|● ●●●●●●●●●●̈ ●●●●●●●●●●●̈ ●̈ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●̈ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

、

製轟雖塁L翼喜1置2珊_.鮮

入浴介助を行つた場合
(50単位)

個別機能訓練の実施

(27単位、42単位)

通常規模型 大規模型 (■ )

３
～
４

時
間

６。５
難５４９

戦４９３
職４３７

戦３８‐
軸

５７９
軸５２５

戦４‐８
職

４７２
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職

６
～
８

時
間 網劃ず

■介E1  2   3   4   5

‐，０ファ職９６９
範８６２

戦７５５
胆６４８

難

介護福祉士や3年以上勤

務者を一定以上配置
(12単位、6単ロ

(参考)通所介護の介護報酬について
※ 加算・減算は主なものを記載

※ 加算・減算は主なものを記載

指定介護予防通所介護の介護報酬のイメージ (1月あたり)

利用者の状態改善に

取組む事業所の評価
ニーズに応じた選択的サービス要支援度に応じた基本サービス費

・運動機能の向上    (225単 位)

・栄景状態の改善    (150単 位)

・□腔機能の向上    (150単 位)

(参考)通所リハビリテーシヨンの介護報酬について

指定通所リハビリテーシヨンの介護報酬のイメージ (1回あたり)

個81」 リハビリテーシヨン
の実施 ※1

中山間地域等でのサービ

ス提供
(+5%)

※1:1～ 2時間のサービスについては算定不可 ※2:1～ 2時間のサービスのみ

サービス提供時間、利用者の要介護度及び  :   :利 用者の1犬態に応じたサービス提供や :

事業所規模に応じ二塁杢サニビス算.………f   l.憲萎西9俗製三型
=う

濠、_.:_口皇.…….:

通常規模型 大規模型 (■ )
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時
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３９。
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職
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職
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８

時
間 劃露1霊|』1轍

脚
職・，０９９難９５２

軸８。５
軸６５８

範
=介

麟1  2

栄普状態の改善のための

計画的な栄養管理

(150単位)

短期集中的なリハビリ

テーションの実施

(140-280単 位)

□腔機能向上への計画的

な取組

(150単位)

介護福祉士や3年以上勤

務者を一定以上配日

(12単位、6単位)

指定介護予防通所リハビリテーシヨンの介護報酬のイメージ (1月あたり)

利用者の状態改善に

取組む事業所の評価
: ニーズに応じた選択的サービス要支援度に応した基本サービス費

・運動機能の向上    (225単 位)

・栄置状態の改善    (150単 位)

・□腔機能の向上    (150単 位)



(参考)介護予防事業の概要



77回 (H23.7.28) l 資料 2

福祉用具について

介護保険における福祉用具のサービス

福祉用具貸与 特定福祉用具販売

事業概要 福祉用具を指定事業者から貸与 入浴や排せつ等に用いる福祉用具 (特定福祉用

具)の購入 (償遺払い)。

(H18年より指定制度導入)

対象種目

支給限度基準額

,車いす (付属品含む)

,特殊寝台(付属品含む)

,床ずれ防止用具
,体位変換器
,手すり

'スロープ
。歩行器

・歩行補助つえ

・認知症老人徘徊感知機器

・移動用リフト(つり具の部分を除く)

・腰掛便座

・特殊尿器

・入浴補助用具 (入浴用いす、浴槽用手すり、浴

槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、入浴用介助ベ

リレト)

。簡易浴槽

・移動用リフトのつり具の部分   ´

雷蕎置ぱ驚T爾説訓算現男睫鶴読電需尾F
10万 円

※要支援、要介餞区分にかかわらず定額

※同一支綸限度額管理期間内

脇 贔瑯 塁棚 装1畠認湖驚轟塩Ъ
一種目につき,回のみ支給

給付割合 サービス利用料の9割 購入費の9割

給付額 現に要した費用 (実勢価格)  _ 現に要した費用 (実勢価格 )



介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方

(第 14回医療保険福祉審議会老人保健福祉部会提出資料 (H10.8.20)

1要介護者等の自立の促違又は介助者の負担

の軽減を目るもの

2要介餞者等でない者も使用する一般の生活用品

でなく、介饉のために新たな薔住付けを有するもの

(例えば、平ベツド書は対彙外)

3治療用等医療の観点から使用するものではなく、

日常生活の場面で使南するもの

(例えば、吸入署、吸引暑等は対象外)

4在宅で使用するもの

く例えば、特殊浴槽等は対象外)

福祉用具貸与の費用額の推移 (介護予防を含む)

(単位 :億円)

_― ― ― ― ― ― ― 、
ヽ

起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、

身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完すること

を主たる目的とするものではないもの

(例えばこ薔手●足、眼鐘等は対象外)

ある程度の経済的負担があり、綸付対象となることによリ

利用促遺が日られるもの

(一般的に低い●格のものは対象外)

取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃賃住宅の居住者鶴

一般的に利用に支障のないもの

(例えば、天丼取り付け型天丼走行リフHま対彙外)

福祉用具貸与事業所数及び1事業所あたり

平均額の推移

6

(単位:か所)
(単位 :千円)
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介饉綸付費実態調査月報 (各年4月 現在) 3

居宅福祉用具購入費の対象用具の考え方

●福祉用具の綸付は、対彙者の身体の状況、介餞の必要度の変化等に応じて用具の交換がせ ること等の考え方か

●購更犠 象用具は例外的なものであるが、次のような点を判断要素として対

'用
具を選定

1  他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの (入浴・排せつ関連用具)

2 使用により、もとの形態・品質が変化し、再度利用できないもの (つり上げ式リフトのつり具)

福祉用具の保険給付の状況 (1)

○ 平成21年度の福祉用具貸与費は約 1′912億円(対前年比8.2%増 )である

O貸 与事業所数及び1事業所あたりの平均額は、概ね横ばいである

_22===三 」  ヽ こ ξ ll_“ .印 .じ ____

/3″
6平

 (

ア位

¨
語 "空

「

_赫 事業所数

_平 均費用額

13年度 ■4年度 15年度

“

年度 17年度 187度 19年 度 20年度 2■年度



福祉用具の保険給付の状況 (2)

O福 祉用具貸与費の受給者数は、全体で125.8万人である。(H23.2サービス提供分 )

O福 祉用具貸与費の費用額は、全体で175.3億円である(同 )

要介護度別受給者数 要介護度別費用額

総数 125.86万人 総額 ■75.3■億円

(介護給付費実態調査 (平成23年 2月サービス提供分))4

福祉用具貸与の請求内訳 (単位数) 福社用具貸与費の要介護度別・種目別の利用割合(単位数)(平成23年2月 サービス分)

車いす付属品 07%  23% 14.7'6 193% 28眺  31.396 10096

体位変換器 oo%  03%  07%  37%  63% 19,6% 693%  10096

寺ヨ曹11翼‖妻聾1警1諧i構藝i導藝i神
77・ 躍睦1ヨ諄i彎草

スロープ 02%  0896  24% 10696 201Cる  33.696 319%  10096

犀盤鋤譲攀li轟酵轟1幕1準墓:讐:萎:卦盛i驀1棄:菱藩i警諸
移動用リフト   05% 23% 45%203%228%25.1%244% 10096

福祉用具の保険給付の状況 (3)

○ 福祉用具貸与の種目別の利用割合(単位数)は、車いす (付属品を含む)と特殊寝台 (付

属品を含む)で全体のフ割を占める。

菫支根1■支援2■介霞1要介護2要介霞3■介饉4■介護5 総数
｀

:■ ■|■■■● |:|■ |lt,■li■:■■||111==1111:||=|,1=:11■ 11,|=11'「
'0'■ ''‐

■
`■

●‐●●
…

Ⅲ  …  ‐ |

特殊寝台付属品  04% 1896 46%26.ア%259%24096166% 10096

彗舗幹鷲差華警:諄

'葬

手饗華藝旱:紳li駐桑:藝辞1菊

(介護給付費実態調査(平成23年 2月サービス提供分))



福祉用具貸与費の推移 (種目別)①

贄触 百万D

出典 :介護給付費実態調査月報 (各年4月 サービス提供分)
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出典 :介護給付費実態調査月報(各年4月 サービス提供分)



福祉用具購入費の状況

特定福祉用具購入に係る給付費は、年間119.3億円である(平成20年度)

要介護度別では、要介護度2以下の者が給付費の約6割である。

(単位:億円)

120

〈※)給付費=自己負担分を除く。

(出典)厚生労働省「介饉保険事業状況報告J

①

25′000

れ m

l■000

嶋 000

5,000

0

聖苗百苗讐百
諄
一

H■3年度 H■4年度 H■5年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年 度

特定福社用具購入費の綸付費(介饉予防含む) 特定福社用具購入費の綸付費

(平成22年 11月支出決定分)

② 福祉用具専門相談員資格内訳

義肢装具士 保健師  看護師

介護福祉士T% 准看護師

2.6%5.6%
OT・ PT

O.4%

福祉用具専Pヨ相談員の状況

0福 祉用具貸与事業所に従事する福祉用具専門相談員数は、平成17年を頂点として減少傾

向にある一方、1事業所あたりの従事者数が増加傾向にある。

O福 祉用具貸与事業所に従事する福祉用具専門相談員のうち、約8割が指定講習会 (40時

間)修了者である。

福祉用具専門相談員従事者数

12年度 13年度 14年度 15年度 17年度

12年度 3年度 14年度|
15年 1 16年度 17年度 13年度

|

19年度 2:年度

鰤脚］
3Ю

出典 :介餞サービス施設・事業所調査 (各年10月 1日現在)



メンテすンスの実施状況

8難掛混震言程昌に鮮 憲靭:報酬 靭 甜蜃 艦 馳 贈
°

種日では約3割の事業所が実施していない,_______.― 一―・・口 ・̂ヽユ ・ヽヽ■=日 ●`―・一 "● ―・……‐

|について、貸与種目内・販売種目内の差異は見られない。Oな お、実施状況及び頻度

① メオ ナンス実施状況(種目別)

車いすおよび付属品

特殊寝台および付属品

床ずれ防止用具

体位童換暑

手すり

スロープ

歩行番

歩行補助つえ

n椰業所数)=1187 
② メンテナンス実施頻度(種目別)

196

196

396

n(事業所薇)=1,:87
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歩行器

歩行補助つえ

認知症老人徘徊感知機器

移動用リフト
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特殊尿器

入浴補助用具

簡易浴槽
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出奥 :介護保険における福祉用具サービスの利用実態及び有効性に関する調査研究(平成22年 (財 )テクノエイド協会)

同一の福祉用具を利用する期間

革 いす

車 いす 付 属 品

特 殊 寝 台

特 殊 寝 台 付 属 品

床 ずれ 防 止 用 具

手 す り

ス ロープ

歩 行 器

歩 行 補 助 つ え

認 知 症 老 人 徘 徊 感 知 機 器

移 動 用 リフト

o%       20%      40%      60%      80%      ■00%

■ ～ ■ヶ 月  ■ ～ ■2ケ 月  ■ ～ 24ケ 月  口 ～ 36ケ 月  日 37ケ月 以 上

出奥 :介護保険における福社用具サービスの利用実態及び有効性に関する調査研究 (平成22年 (財 )テクノエイド協会)

福祉用具の利用期間の状況

○ 同一の福祉用具を利用する期間は、各種日とも平均12ヶ 月前後であり、種目の違いによる利用期間

の格差は見られない



○平成18年度

(1) る福祉用具貸与の見直し

・ 軽度者(要支援1～要介護1)の状態像を踏事え、利用の想定しづらい車いす、特殊寝台等の8種目を原則給付

の対象外とする見直しを行つた。

・ なお、福祉用具を必要とする状態であるにもかかわらず利用出来ない者があつたため、一定の場合には給付対

象となるよう、平成19年度に再度見直しを行つたo

(2)特定福祉用具販売を行う事業者に係る指定制のむ入

。 指定された事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具購入費の支給対象とする見直

しを行つた。

○平成21年度

(1)価格の分布状況の公表等

・ 製品毎等の貸与価格の分布状況等の把握・分析。公表や介護給付費通知における同一製品の貸与価格幅等

の通知を可能とした。
→ 国保連合会介護給付適正化システムの改修に伴う積極的な活用を要請(平成21年6月 17日 付事務連絡)

(2)福祉用具の追加

○福祉用具貸与

起き上がり補助用具(体位変換器)/階段移動用リフト(移動用リフト)/離床センサー(認知症老人徘徊感知機器)

○特定福祉用具販売
自動排泄処理装置(特殊尿器)/入浴用介助ベルト(入浴補助用具)

○

福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会

趣旨

介護給付費分科会において審議を行うための論点の整理及び技術的な事項の検討等を行う。

検討会メンバー O検 討経過

福祉用具の保険給付の在り方に関する課

題の整理・明確化とその改善のための論

点について

福社用具の保険綸付の在り方に関する改

善のための綸点について

これまでの綸点整理について

福社用具サービスの利用実態及び有効性

等に関する調査の実施について

「福社用具サービスの利用実態及び有効

性等に関する調査J結果について

介饉保険の福祉用具における議論の整理

について

全国福祉用具専門相談員協会 副理事長畔上 加代子

全国市長会 介餞保険対策特別委員会 委員長

財団法人 テクノエイ出 会 常務理事

横浜市総合リハビリテーシヨンセンター 顧問

日本福祉用具・生活支援用具協会 会長

日本介護支援専門員協会 会長

社団法人 シルバーサービス楓興会 企画部長

社団法人 日本福社用具供給協会 理事長



福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会

―  「議論の整理」 (概要)(平成23年 5月 19日)一

脩 轟 蹴 圏 朧 喜溝充層躊 Γ職里臨 ヒ霜 嚇
方向性を整理.

☆ 福祉用具賞与価格について、同一製品であつても平均的な月額と比べて、非常に高額な請求が行われている      :
H  口 TLЛ口A'■ ― ‐ ■口 '~″

‐  ｀ ｀ ●~●   ― "●・
 ――‐ ― ~―  ‐  ~ ~ ―                                                               ,

ケース(いわゆる「外れ値J)があることが指摘されている。                             :
☆ 平成21年 8月 の回保連合会介餞給付適正化システムの改修により、介饉綸付費通知書に福祉用具貸与価格     |
分布状況を掲載して発出可能となり、516の保険者において発出されるなど、一定の効果が

警 11壼
=…

…………………|

ヽ
―
―
ノ

は、引き続き福祉用具の価格の実態についての公表
・検証を行い、

また、こうした

°
の品経粧:2話程理2之薩糧警LE已認忌             

するなど、保険神付

°
す§誓総霞整長界塞模護逸設呈霙蜃:4諾暮

~ビスの質に関する情報を公表するように配慮
‐
ることも有効。

するとともに、利用者の反応や

介護支援専門員等の意識や行Ellの変化、 の影響等を検証していくことが

必要。

○

O 保険者 (市町村)

るとともに、分析

☆ 価格が比較的安価で、軽度者の利用が多く、結果的に長期間の利用となる福祉用具種目(歩行補助つえ等)に

ついては、貸与という給付方式に馴染まず、「賞与から販売の移行J、 または「賞与と購入の選択制」を導入しては

どうかという意見があるg

☆ 一方で、仮に販売制度を導入するとした場合、賞与事業者が保守点検(メンテナンス)、 製品の安全性について責

任を持つて実施する仕組が担保されなくなる等の問題点が指摘され、慎重に対応することが必要との意見がある。

O 今後ともこれらの種目の利用実態、モニタリング、メンテすンス等のサービスの具体的な

実施状況、安全性の担保等の観点から、調査・検証を継続することが必要.

O その際には、

☆ 福祉用具は、導入時に適切なアセスメントを行うとともに利用者の状態像を考慮したマネジメントを適切に行う必

要があるが、他のサービスと異なり、個別サービス計画の作成が位置付けられておらず、「個々の利用者の状態像

や生活環境に応じた福祉用具の選定」、「関係者間での情報の共有」、「継続的にモニタリングを行う仕組み」が不

足しているのではないか等の指摘がある。

☆ 専門職の役割を明確化するなど、適切なアセスメント、マネジメントの仕組みについて検討する必要がある。

南と併せて掌縮することが必要。

ことが適当。

介護支援専門員がケアプランを作成する際にも専P3性に基づく選定が出来るよう、医師、

看護職員、O丁、PT等が支援する仕組みの導入。

O 福祉用具導入時のサービス担当者会議に福祉用具専門相談員等の専門職の関与を促進。

○

○

Oυ   僣 牡 用 具 詈 : ]側 訳 貝 Wl鵬 支 Xlる こせ :」,壼螢44u4」 墜44ュ =ιニユ.■■三

`J三
=Ff子

ままテ]==。       _________‐ ――――――――‐――――‐‐」



審一介護給付費分科会

77回 (H23.7.28)l資 料 3-1

地 去の成立 0/AN布に う基準省令改正について

地方分権改革推進計画と地方分権一括法に基づき、地方公共団体が介護サービスの指定

基準を条例で定める際の基準を、今回の省令改正により定める。

○地方/AN共団体が介護サービスの指定基準を条例で定める際の基準 (諮間事項)

① 厚生労働省令で定める基準に従うこととされているもの

ア 介護サービスに従事する従業者に係る基準及び員数、居室等の床面積、

する。

従うべき基準とされた基準 (諮問事項)

`     1]lニ
ビス

○ 介護 (介護職員一人以上常勤 )

:指定介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介護、基準該当短期入所生活介護、基準該当介護

指定介護予防小規模多機能型居宅介護、指定介護予防

指定短期入所療養介護、指定介護予防短期入所療費介護

基準該当介護予防訪間入浴介護

イ

②

　

③

°ヤ劣扇曹東舎藝墓全寒尻尋F:界墓≦天羅霧

 [:i言:曇

型

:,「會:き拶li『]:][、

っぃて、省令基準において「4人以下」から

いる特別養護老人ホーム (基本的な設備が完

又は全面的に改築された部分を除く)につい

予防短期入所生活介護

8 高嚢喜 :竃是示嘉曇多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、

lhm饉藁ξ竜燿馨蘊昴
!予防短期入所生活介護、

)基準

8 
具]:§[言[][]嘗』曼]「[[諏≧ξ骨曇言倉雷[E負詈理こ昇菫鷺言E58含]貫旱菫I舞曇「曾塁自讐昇曇書吾追場
入所生活介護

、指定短期入所療置介護、指定介護予防短期入所療置介護

護

1定介護予防訪問看護、指定夜間対応型訪間介護、基準該当訪間介護、

基準該当介護予防訪問介護

4-烈
甲魔屋量齢犀塀痣量糧犀界曇テ塘絶小規模多機能型居宅介護、指定介護予防認知症文」応型通所介護、指定介護予防小規模多機能型

、ヽ    居宅介護                                    ・

の定員に関



標準とされた基準 (諮問事項)

利用定員 :指定療養通所介護、指定短期入所生活介護ti指定介護予防短期入所生活介護、指定認矢□症対

応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護、基準該当短期入所生活介護、

その他 (諮問事項以外の事項)

地域主権戦略大綱 (平成22年 6月 22日閣議決定)に基づき、

: 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護者人福祉施設の入所定員について、それぞれ 29人

・
[言を言警2営曹[:5言ス

「
こ貴≒叛暦2号FE黒足暮る「

生労働省令で定め
「

基準に従い条例を

1柿古 令 権 詩 菫地方分権改革推進計画 (平成21年 12月 15日閣議決定)

|〔夕理 1年_ム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(17条 2項 )を、条例【制定主体は都道府県、指定都

抒瑠薫義聾:塾[曇鋼i黒:璽   
『

曇霧酢
酌すべき基準」とする。

鸞鶴 禰鮮蹴糊  i
宅サービス及び指定介護予防サービスの基準については都道府県、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防

サービスの基準については市町村)に委任する:

定、腱塚召鐘繁翼晶昇異ξttL履蹟£鏑

柩邸疑藁ヨ闇轟齢選

輩筵八蛹奮濡昼爾曹葡鬱膏爾鍾ξ彙譜ST｀
:10条 2項 )を条例 (制定主体は都道府県)に委任する。

T拠菱

`争

鮮鞣::[漏響又覇∬
「参酌すべき基準」とする。



9.介馨臨F滅峯磐及び繕定介護予防
tTど桑詞茜葵2握〒曇甲理P彙翻突易亀≧課霧

者
の法人格の有無に係る基準 (70条 2項 1号、

都
奨偏壽造遍曇撃雇彗ド宅警F)返雪栞墓昼

讐多乞墓鍵ぁぅち、指定対象となる施設及びその・ 指定地域密着型介護者人福祉施設の指定に目

入
翼責尋呈暦璽曇琶」71電P響 ‰ヽ

条例(制定主体は市町村)に委任する9

・
熙馨憚権聾耐鼈嬰贄 3曇施ず耗噺5茎是1

る。

条例制定の基準については、「従うべき基準」とする。

9.平魔ぇこ鼻襲権訴国會L彗彗おお読笠`  
「

肇繁頷籠獣所で基乞ような臭亀
「`fttZび琶層薄誕≦ゴ璽墨墓宅ぁる。

地方分権―括法成立後の介護報酬の考え方①

○ 義務付け・枠付けの見直しに関する大臣政務官折衝
(平成21年 11月 12日 )

(山丼政務官)異論があるのかもしれないが、基準を緩めて、基準を低<される場合に関しては、条例

下げた方が地方自治体が得をするというモラルハ

ザードのようなことになつても駄目なので、そういうことにならない範囲で、こういう配慮も必要

なのではないかと考えている。



○

地方分権―括法成立後の介護報酬の考え方

ぜ師禦罫覗溜誦欝鷺酬を
)。

(電

麿程:霜丁2ご薦塚暑瓢 蛋寒曇議 謁墜して肇潔肇望製源毯PζttF
「標準」「参酌すべき基準」とされた事項につ

を定めることが可能となる。

このため、通常は独自基準を定めた場合、地方分権―括法が施行される来年4月以降、介護

サービス事業者の指定を通じて、継続的に費用が変動し、介護報酬に反映されることになる。

(参

司督蓬舅               唇モぃない場合、所定隼塩
=数

70%を事定

2 上記の観点に立てば、例えば、ユニット型の塑誌昇璽黒鏑嵯裏法』己習甚翁護言事走t宅鴛西じ
る部分については、報酬1告示においてユニットコ

要があるのではないか。

3 また、居室定員は参酌すべき基準となつているためt

SE量罷昌懇1種ぶξ3晶曇15屋笏塁じ2需典を除<)

黒蔀主墨R織≧黒燿2122正冒E暑習
'3想

Fす
る「ととしては

今後のスケジユール

○ 第 1次一括法及び第2次二括法の施行に伴う政令・府省令の改正等の留意点

について
(平成23年 4月 5日 内閣府地域主権戦略室 事務連絡)

平成24年4月 1日施行のもの及び平成25年 4月 1日施行のものについては、政令・

府省令の整備を受けて、地方自治体が条例整備や体制整備をするための期間を確保する

ために一定の期間を置いて施行期日を定めているものであることから、他の政省令整備

を要する事項と同様に、原則として公布後3月以内に行つていただきますようお願いい

甲
°
   (第 1次一括法 :5月 2日公布、改正介護保険法等 :6月 22日公布)

○ パブリックコメントなど所定の手続に従い/AN市、平成24年4月 1日施行



學
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一介護給付費分科会

(H23.7.28)l資 料 3-2

厚生榊 犠 老0728第 1号

平 成 23午 7月 28日

社会保障審議会

会 長 大森 :爾 殿

厚生労働大臣

細川 律

諮 問 書

(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準等の改正について)

介護保険法 (平成9年法律第123号)第 74探第3項、第 78条の4第 3

項、第,88条第3項、第97条第 4項、第110条第3項、第 115条の4第

3項 1、 第 115条の14第 3項の規定に基づき、指:定居宅サ‐ビス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準 (‐平成11年厚生省令第37号)、 指1定介護者

人福祉施設の人員、設備及び運営に関する:基準 (平成11■年厚生省令第39号)、

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平成11年

厚生省令第40号 )、 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基

準 (平成11年厚生省令第41号)、 指定地域密着型サービスの事業
:の人員、設

備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働省令第34号 )、 指定介護予防サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18午厚生労働省令第

35号)、 指定地域密着型介護予防サーきスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のためめ効果的な支援の方法

に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第36号)をかj紙の.と おり改正するこ

とについて貴会の意見を求めます。



別 紙

関する基準等の改正

○  「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律」 (平成 23年法律第 37号)の施行に伴い、地方公共団体が介護サービスの指

定基準を条例で制定する際の基準を以下の通りとする。

1 厚生労働省令で定める基準に従うもの

① 人員配置基準

・従業者及びその員数 :全サービス

・介護 (介護職員一人以上常勤)

:指定介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介

護、基準該当短期入所生活介護、基準該当介護予防短期入所生活介護、指定地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

。管理者 :全サービス

・代表者 :指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定介

護予防小規模多機能型居宅介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介

護

・ユニット型施設 =事業所における従業者の勤務体制

:介護保険施設、指定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介護、

指定短期入所療養介護、指定介護予防短期入所療養介護

・具体的取扱方針 (サービス提供時の介護職員及び看護職員の配置)

:指定訪問入浴介護、指定介護予防訪問入浴介護、基準該当訪問入浴介護、

基準該当介護予防訪問入浴介護

② 居室面積基準

・居室・病室・療養室の利用者・入所者 (入院者)1人当たり面積基準

:指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定療養通所介護、指定通

所 リハビリテーシヨン、指定介護予防通所 リハビリテーシヨン、指定短期入所

生活介護、指定介護予防短期入所生活介護、指定短期入所療養介護、指定介護

予防短期入所療養介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同

生活介護、指定介護予防小規模多機能型居宅介護、指定介護予防認知症対応型

共同生活介護、基準該当短期入所生活介護、基準該当介護予防短期入所生活介

護

③ 適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連する基準

・内容及び手続きの説明及び同意 :全サービス

・提供拒否の禁止 :全サービス



0身体的拘束等に係る規定

:介護保険施設、指定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介護、指定

短期入所療養介護、指定介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、

指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防

小規模多機能型宅介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護、基準該当短

期入所生活介護、基準該当介護予防短期入所生活介護

。秘密保持等 :全サービス

・事故発生の防止及び発生時の対応 :全サービス

・診療の方針 :介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、指定短期入所療養介

護、指定介護予防短期入所療養介護

・主治の医師との関係 :指定訪問看護、指定介護予防訪問看護

・同居家族に対するサービス提供の禁止・制限

:指定訪問介護、指定介護予防訪問介護、指定訪問看護、指定介護予防訪問看護、

指定夜間対応型訪問介護、基準該当訪問介護、基準該当介護予防訪問介護

・入所者の負担による当該施設以外の者による介護・看護の禁止

:指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、指定短

期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介護、基準該当短期入所生活介護、

基準該当介護予防短期入所生活介護、指定短期入所療養介護、指定介護予防短

期入所療養介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介

護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護t指定介護予防認知症対応型共同生活介護

④ 利用定員及び登録定員に関する基準

:指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定介護予防認知症

対応型通所介護、指定介護予防小規模多機能型居宅介護

2 厚生労働省令で定める基準を標準とするもの

。利用定員 :指定療養通所介護、指定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活

介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同

生活介護、基準該当短期入所生活介護、基準該当介護予防短期入所生活

介護

3 厚生労働省令で定める基準を参酌するもの

1、 2以外のその他の設備及び運営に関する基準

○ 厚生労働省令で定める基準を参酌する指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護

老人福祉施設の居室定員については、 1人とする。



一介護給付費分

77回 (‖2o.7.28)! ヒアリング資料1

リハに係わる諸問題と

介護報酬‖改定の要望

介護給付費分科会ヒアリング資料

日本リハビリテーション病院 。施設協会
浜村明徳

介護保険制度の見直しに関する意見とリハに係わる要望事項

2010.11.30介 護保険制度の見直しに関する意見
(社会保障審議会介護保険部会報告書)より

■リハについては、高齢者の心身の機能が低下したときに、
ますリハの適切な提供によってその機能や日常生活におけ
る様々な活動の自立度をより高めるというリハ前置の者え

左に立って提供すべきである。

■しかしながら、訪間リハの利用率が低い地域もあること、
通所介謹類似の通所リハが提供されていることなど、十分
にリハが提供されていない状況にある。そのため、現存す
るサービスを効率的に活用するとともに、質の向上につい
て検討すべきである。併せてリハ専門臓の果たすべき役割
や他臓種とのかかわり方などについても検討していく晰要
がある。

■さらに、地域の存中循lleす梶機能を有する老健施設のさらなる
活用なども含めて、訪間・通所・短期入所 。入所等によるリハ
を包括的に提供できるt41域の

'Jハ
凱占の整備を推進し、サービ

スの充実を図つていくことが求められている。

リハに係わる介護報酬改定
要望の基本事項

●リハにおける医店と介筆
の遠撲芥梓進すること

●生活期リハの充実によ
り、介護度の悪化を予防
し、在宅生活の継続に寄
与すること

●通所リハの

“

方向 卜する
こと

●訪間リハの曽ル葬継推

臥

●地域のリハ拠点を整備臥
地域包括ケフ体制づくりに

宣三すること



利用者1人当たり平均リハ提供時間 (1週間換算)

1200
(分 )

1000

800

600

400

200

0

回復期 :全国平均6013単位/人 (H229)

維持期 :医療法人共和会データ (H236)

:1～3M以内

:3M超

老健 リハ

:1/6    1/4
:1/8   1/5

2163

生活機能の変化と改善への提案

医学的リハの内容
と提供■

(医療保険)

臨床的
回復過程

僻 ψ″ぞテル″

介護保険リハの内容
と提供■

(介護保険)

←―一 生活機能の回復が期待できる期間 ―一→ 生活機能の低下を
早く戻したい場合

1鎌ヽ
`協

躙 1

・ 生活u臨籠持

※リハマネ、日81リハ

急性期
・ 早期層床
※B別リハ :2
-9中位/曰

生活期 (維持期)
生活機能の向上 ,■ ■担のOi滅

※絶持日||のリハ 13単 位/月

提案

【退院 退所直後のリハ】  【維持目的のリハ】
・短期集中リハの提供■ 。医療保険と同等の13単

を増やせないか     位/月を保証できないか

【改善目的のリハ】
・短期入所療贅介護の日

別リハの提供■を増や
せないか

。短期集中的に関われる
リハを割設できないか



通所リハ。通院リハ。通所介護の機能

通院リハ

(医療保険)

。健康管理
・l」 ハ

短時間通所リハ :

(介護保険) :
・:Jハ      :

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●|「

通所介護
(介護保険)

通所リハの質の向上を目的に

・ 現状は、通 院 リハ・通所 リハ・通所介護の機能が重複 して いる
― 通所リハと通所介護のベースは共通
― 長期的には、機能の整理が必要ではないか

。多様なニーズに応えるためサービスの充実を図つている事業所もあり、質の向上
に向けた努力が報われる報酬体系が望ましい

。通所リハを利用していても、サービス内容が通所介護と同様であれば、通所介護
の報酬にすべき

・ 短時間通所 リハの提供時間を見直し、リハに特化した通所リハとしてはどう
か
一通院リハと短時間通所リハのリハ提供時間等には差異がある
―短時間通所リハの提供時間が増えると通院リハから移行しやすい

・ 通所リハの機能強化を図ったらどうか
―健康管理等の機能強化のため、医師の月 1回の診察 (評価)を義務化した

らどうか
。通所介護との根本的な違いは、医師が従事していること
・携わる医師の研修も義務イヒ

ー訪間によるサービス (居宅療養管理指導等)を新設し、チームアプローチ
を推進したらどうか

―生活機能が低下したときに、短期集中的にリハを提供できないか

通所リハ (介護保険)

: (医 学的管理)

:● 心身 生活機能の維持・向上

: (リ ハビリテーション)

:o開 じこもり予防

: (ソーシャルケア)

:・ 介護負担の軽減

: (レスバイトケア)



介護保険におけるサービス種類別居宅サービス受給者数

千 人 (2006年4月 と2011年4月審査分の比較)

1400

1200
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800

600

400

200

0

訪間リハの普及を推進し、質の向上を目的に

0訪間 リハの普及・推進を目的に
一訪間リハビリステーションの名称を新設したらどうか

。訪Fo5リ ハの実施事業所を利用者等に明示するため
,常勤の訪間リハ専従のPT・ OToSTを2名以上配置などの条件をもとに
,病院 。診療所 。訪間看護ステーション・老人保健施設に限定

・ 訪間リハの質の向上を目的に
―指示と実施結果の報告の流れを見直し、運用しやすくしたらどうか

医師に文」する訪 P・5リ ハ実施計画書、実施報告書の 1回/月 の提出を義務づけ

・ 在宅医療におけるチームアプローチの推進を目的に
―訪問看護と訪間リハのセットで訪問し、効果を高めるようにしたらどう

か
・利用者に対し、必ず、訪間看護1回 /月以上の訪間を実施

―包括ケアチームヘのリハ評価・助言の機能も付加し、チームアプロー
チを推進したらどうか
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訪
問
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増加しているが

依然として少ない



、  退院・退所日から通所リハ・訪間リハ開始までの日数

訪F・3リハ開始までの日数

かかりつけ医からリハ

供までに時間を要す等
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通所リハ開始までの日数０
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・ 在宅か らのサービス利用に時間がかかっている
(理由 :申請後に担当者会議実施、日程調整等時間要す)

老健伸寿苑における自宅復帰者の地域連携

退所前訪間
加算

退所健覺問 基肇
退所時指導 罫軍優

力0算    22年度

20年度

情報提供加算 21年度
22年度

退所前連携
加算

度

度

瞑

年

年

年

２。

２‐

２２

度

度

度

が
笙
密

OO/.・ 100%

巨三]取得  [三]最彎七子
が
 E里][』馨基累 [三]秦詣

せす

在宅系施設への入所の場合、
実施されていないことが多
い 。

再利用者は退所前より退所後

・「退所後にお金を取るの?Jと
言われ、算定し辛い。

・在宅系施設への入所の場合、
実施されていないことが多

・グループホームの場合は取得
できない。

Jか 月未満入調ま取得不可。

計画03な退所の場合はほぼ全
員に実施。
70%はケアマネも参力0し担当
者会議
グループホーム・ 1か月未満
の場合、取得不可。



医療と介護の連携に関する提案

・ 現状

― 脳卒中連携パス (地域連携診療計画)は、生活期まで普及していない

・ 算定要件や手順が煩雑
・ とくに、かかりつけ医の参加が得にくい

一 在宅からの通所・訪間リハヘの導入に0寺間がかかつている
。ケアプランの作成と利用準備に手間取る

一 老健から自宅復帰する際の地域連携は円滑に行われている施設もある
・ 全国の実態は不明、調査中

・ 連携に関する提案

-1図卒中連携パスの算定要件を簡略イヒし、かかりつけ医の参加を容易に
したらどうか

― ケアマネジャー等にリハ的支援が可能な体制を創設し、連携の強化、
専門性の向上、チームアプローチの発展につなげたらどうか

― 将来的には、医療と介護の連携を図るため、両者に存在するリハ・サ
ービスの評価 (報酬など)を同等にすべき

ケアマネジャーのリハ活用困難理由と活用に嚇要なこと

《リハ・サービスの導入が適切にできない理由》  《リハ・サービスを円滑に導入し
(N=850)   効果的に実施するために必要なもの》

利用者・家族への脱明資料
(図説の説明ツールなど)

リハ サービス導入に関す
るより実践的な研修

リハに関する総合的な研1多

リハ・サービス030入の成
功事例の情報

成功事例を説明しているも
の(成功事例集など)

その他

無回答

407

256
相談できるリハのむP5職がい

ないから

退院・退所時のケアカン
ファレンスが不十分である

ため

利用限度額を超えるため

外部のリハ担当者と連携が
うまくとれないから

平成20年度「介護支援専門員の医療的ケアの知識向上のための調査研究事業」 (厚労省補助金事業)   11



ケアマネジャー支援モデル事業における変化・感想。まとめ

モデル事業に参加したケアマネジャーの感想ケアマネジャーの意識・視点の変1じ

課題分析・評価の視点

生活機能の予後予浪l -3〔

-2421鎌0% 20%407060%80° /0100%
‐変化あり □少しあった 口変化なし

リハに関する助言が得ら
れてよかった

事業所や医療機関との連
携が図りやす<なった

リハサービスの導入が図
りやすくなつた

まとめ

○ リハに携わる医師・P丁・0丁の助言は、介護支援専門員だけでなく要援護者や家族
に対しても効果があり、このようなリハ専門職を配置した在宅のリハ拠点施設を整
備することは、地域包括ケアシステムを構築・推進するうえで有効。

○ 介護支援専門員に助言等を行うPTo OT等は、居宅介護支援への理解が必要不可欠
であり、このような観点から当該資格を有する必要性がある。

○ リハに携わる医師等が関与することで、かかりつけ医と介護支援専門員の連携が円
滑となり、チームとしてのサービス提供がより推進される。

検討事項

○ リハに携わる医師やPT・ OT等の助言については、内容・タイミング・効果の予測
など、より詳細な検討が必要である。

平成22年度「包括的な在宅リハビリテーション提供拠点のあり方に関する研究」 (厚労省補助金事業)12

医療・介護の供給体制とリハ支援機能、地域包括ケアチームの活性化

市町村レベル :

ぁ惨唇薔総合医
を含む)による日常 ※人口1万人程度の□i麟

在宅リハセンターの支,1機能 (案 )

① かかりつけ医へのリハ的支援 (リハ通応の判断、リハ計画の策定等)

②ケアマネジャー・ヘルバー等対する在宅リハに関する相談皮援
③住民・関係者のリハ的敦脅・薔発活動
④ 外来リハ・通所リハ・訪間リハ等のサービス提供

小・中学校区レベル (※):
日常生活の継続支援に必要な医療・介護サービス提供体制

複合型サ ービス

鸞:可
籠

I螺‰ IAT

=:___」

■丑ゝ ___ヽ

新しい公共(だ―トナ→″め=地域の支え合い

認知症サポーター、生活・介ll支援サポーター、NPO、 住民参力0薔

在宅リハセンター{コ

人 □20～30万レベリレ:

救急病院など地域の基幹病院を中心
とする医療機関のネットワーク



参考資料

研究会報告「高齢者リハの現状」とその後の主な改定内容

高齢者リハの現状
(04年、高齢者リ

ハ研究金)

1急性期リハ医療が
不十分

2長期間、効果が明
らかでないリハ医
療が行われている

3医療から介議への
連続するシステム
が機能していない

4リハとケフとの境
界が不明確 (リハと
ケアの混同)

5在宅リハが不十分

06年診療報酬改定

医療保険では、触性期の状想に支J応 臥 主として身体機能の早期改善を目指したリハを行なう

疾患別リハ施設基準
個別リハの実施時間2時間/8-381間/B
標準的算定B数上限の般定

地域医療連墨ハス新
設(大腿骨顕古「骨折)

集団リハの関止

介議幸β酬改定

介護保険では、糧Jう 期の状態に対応し 主として身体機能の縫掲 向上を目指したリハを行なう

短期集中リハカ0舞
リハマネ加算
老健に認知症短期奥
中リハ自0算新設

08年 診療報酬改定
早期リハ00日の新設 回復期リハに貿の脚

価(アウトカム指標)

の8t行的導入

連鵜ハスのヌ

'敏

疾患
に脳卒中追加

09年介ll報酬改定

通所リハ短lle集 中リ
ハの3ヵ 月超の廃止
→働別リハ』0算 (3ヵ

月趙)新設 (月 13回ま
で)

医療連携10騒、退
li退所力0●の新設

通所リハと介機療晨
に認知症短期集中リ
ハカ0"新設
者健短期入所に個別
リハカ0算新設

短0き間通所リハ新設
訪Fo3リ ハ 通所リハ
にサービス提供体制
10■ の新設
訪間薔諷7の50%制
限撤鹿

10年診療報酬改定

早期リハカ0算、脳血
管リハ料の31き上げ
運動側リハ料 Iの新
設
癌患者リハ料の新LQ
亜籠性期嘴棟のリハ
提供体制00算の新設

回復期リハに質の岬
価(プロセス指標)の

追加U入
365日 リハ実施体制
{休日加暉)

1日6単位以上を:平

価(充実00ロ

地瞬運据診療81画遍
院計画力0算,地域運
携惨療計画退院晴指
ヨ料Iの新設
介IE支援連携指増料
の新設

維持期の月13単位
までのリハを握続
STに限り医療機関
の併用を認める



都道府県別、通所リハ受給者数の居宅サービス受給者数に占める害」含

%(2011年
4月審査分、「通所リハ」受給者数 :要介護者 )
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※ 通所リハの都道府県格差は4倍

都道府県別、「訪間リハ」受給者数の居宅サービス受給者数に占める害」合

(2011年4月審査分、「訪間リハ」受給者数 :要介護者 )
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都道府県別、「遍:戸嬌リハ十一言方Po3リ ハ」:受縦〕i昔数の居宅サービス受給者数に占める割合

(2011年4月審査分 )
%
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※  「通所リハ十訪間リハ」の都道府県格差は3.8倍

都道府県別、「通所介護」受給者数の居宅サービス受給者数に占める害」含
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※ 通所介護の都道府県格差は1.6倍

■言方Fo3リ ハ

□通所リハ
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%(2011年4月審査分、「通所介護」受給者数 :要介護者 )



研究事業結果に見る通所リハにおける医師の業務内容
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望    螢  ∞ N=112

平成22年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金 (老人保健健康推進等事業分)

リハビリテーションの提供に1系る総合的な調査研究事業
「通所系サービスにおける専門的リハビリテーション提供のあり方に関する研究」

小倉リハ病院における脳卒中連携パスの活用状況

H21年度
全体

無̈
北九州市内

H22年度
全体 北九州市内

ｍけ

約 .5,

多

北九,H標

500/0がパス利用 (説明が間に合わず、病状が重い など)




